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平
成
二
一
年
度
補
正
予
算
が
五
月
二
九
日
、

成
立
し
た
。
政
府
が
四
月
に
打
ち
出
し
た
追

加
の
経
済
対
策
に
対
応
す
る
た
め
、
総
額
一

三
兆
九
二
五
六
億
円
を
計
上
し
た
。
緊
急
雇

用
対
策
に
は
過
去
最
大
規
模
の
二
兆
五
一
二

八
億
円
を
投
じ
る
。
対
策
の
目
玉
は
二
つ
だ
。

一
つ
目
は
売
り
上
げ
が
減
少
し
て
も
休
業
や

出
向
に
よ
り
従
業
員
の
雇
用
を
維
持
す
る
企

業
に
賃
金
の
一
部
を
助
成
す
る
雇
用
調
整
助

成
金
制
度
の
拡
充
で
、
当
初
予
算
に
六
○
六

六
億
円
を
積
み
増
す
。
二
つ
目
は
雇
用
保
険

か
ら
漏
れ
た
非
正
規
労
働
者
な
ど
の
就
職
支

援
を
目
的
と
し
た
「
緊
急
人
材
育
成
・
就
職

支
援
基
金
」
の
創
設
で
七
○
○
○
億
円
を
投

入
す
る
。
同
基
金
を
活
用
し
、
雇
用
保
険
の

給
付
を
受
け
ら
れ
な
い
人
を
対
象
に
職
業
訓

練
中
の
生
活
支
援
を
行
う
制
度
を
設
け
る
。

政
府
は
こ
の
制
度
を
雇
用
保
険
と
生
活
保
護

の
間
の
「
第
二
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」

と
し
て
機
能
さ
せ
る
考
え
だ
。

雇
用
調
整
助
成
金
の
拡
充

昨
年
秋
以
降
、
利
用
申
請
が
急
増
し
て
い

る
雇
用
調
整
助
成
金
に
は
六
○
六
六
億
円
を

追
加
す
る
。
本
年
度
当
初
予
算
の
五
八
三
億

円
と
合
わ
せ
る
と
前
年
度
の
約
一
二
○
倍
の

規
模
だ
。
雇
用
調
整
助
成
金
は
景
気
変
動
で

事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
休
業

や
出
向
に
よ
り
雇
用
を
維
持
す
る
企
業
に
休

業
手
当
や
賃
金
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
。

一
定
期
間
に
従
業
員
を
解
雇
し
な
か
っ
た
中

小
企
業
へ
の
助
成
率
を
現
行
の
四
分
の
五
か

ら
一
○
分
の
九
に
引
き
上
げ
る
。
大
企
業
へ

の
助
成
率
も
三
分
の
二
か
ら
四
分
の
三
に
す

る
。生

産
高
や
売
上
高
が
減
少
し
て
も
残
業
を

大
幅
に
減
ら
す
こ
と
で
従
業
員
の
雇
用
を
維

持
す
る
企
業
に
は「
残
業
雇
用
維
持
奨
励
金
」

を
支
給
す
る
。
同
制
度
は
「
日
本
型
ワ
ー
ク

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
」
を
推
進
す
る
た
め
、
雇
用

調
整
助
成
金
制
度
の
拡
充
策
と
し
て
昨
年
度

末
に
創
設
さ
れ
た
も
の
。
直
接
雇
用
の
有
期

契
約
労
働
者
で
は
一
人
当
た
り
年
三
○
万
円

（
大
企
業
は
二
○
万
円
）、
派
遣
労
働
者
で

一
人
あ
た
り
年
四
五
万
円
（
同
三
○
万
円
）

を
支
給
す
る
。

受
給
の
条
件
は
①
生
産
量
や
売
上
高
が
直

前
三
カ
月
ま
た
は
前
年
同
期
比
で
五
％
以
上

減
少
し
て
い
る
こ
と
（
中
小
企
業
の
場
合
は
、

直
近
の
決
算
等
の
経
常
損
益
が
赤
字
で
あ
れ

ば
五
％
未
満
で
も
可
）
②
労
使
の
間
で
残
業

時
間
の
削
減
に
つ
い
て
協
定
を
締
結
。
協
定

を
踏
ま
え
た
残
業
削
減
計
画
を
作
成
し
、
届

け
出
る
こ
と
③
実
際
に
直
近
六
カ
月
の
一
人

一
月
当
た
り
の
残
業
時
間
を
計
画
届
出
月
の

前
月
ま
た
は
前
々
月
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ
た
六

カ
月
間
平
均
の
半
分
以
下
に
減
ら
し
た
こ
と

④
直
接
雇
用
し
て
い
る
従
業
員
の
解
雇
や
派

遣
契
約
の
中
途
解
除
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と

な
ど
だ
。

基
金
を
創
設
し
、
訓
練
・
生
活
支
援

給
付
を
実
施

雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
非
正
規
労
働

者
や
長
期
失
業
者
を
支
援
す
る
た
め
、
七
○

○
○
億
円
の
予
算
を
投
じ
て
、「
緊
急
人
材
育

成
・
就
職
支
援
基
金
」
を
創
設
す
る
。
同
基

金
を
財
源
と
し
て
行
う
事
業
の
う
ち
、
政
府

が
雇
用
保
険
と
生
活
保
護
の
間
の
「
第
二
の

セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け

る
の
が
「
訓
練
・
生
活
支
援
給
付
（
仮
称
）」

だ
。
職
業
訓
練
の
受
講
を
条
件
に
訓
練
期
間

中
の
生
活
費
と
し
て
単
身
者
に
は
月
一
○
万

円
、
扶
養
家
族
が
い
る
人
に
は
同
一
二
万
円

を
支
給
す
る
。
上
乗
せ
を
希
望
す
る
人
に
は

さ
ら
に
単
身
者
で
月
五
万
円
、
被
扶
養
家
族

が
い
る
人
に
は
同
八
万
円
ま
で
貸
し
付
け
る
。

厚
労
省
で
は
給
付
制
度
の
利
用
者
を
三
年

間
で
三
○
万
人
と
見
込
む
。
職
業
訓
練
も
拡

充
し
、
三
五
万
人
分
の
枠
を
設
け
る
。
医
療
、

介
護
、
福
祉
な
ど
雇
用
吸
収
の
見
込
め
る
分

野
で
必
要
と
さ
れ
る
基
本
能
力
を
身
に
つ
け

る
た
め
の
長
期
訓
練
の
ほ
か
、
再
就
職
に
必

須
の
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
の
習
得
を
目
的
と
し
た
訓

練
も
行
う
。

中
小
企
業
な
ど
の
人
材
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え

て
、
新
規
成
長
が
見
込
ま
れ
る
分
野
で
雇
用

を
創
出
す
る
た
め
、
緊
急
人
材
育
成
・
就
職

支
援
基
金
を
活
用
し
て
「
中
小
企
業
等
雇
用

創
出
支
援
事
業
」
を
創
設
す
る
。
三
年
間
で

九
万
人
の
雇
用
創
出
を
目
指
す
。
同
事
業
は

「
実
習
型
雇
用
」
と
「
職
場
体
験
型
」
の
二

種
類
に
分
か
れ
る
。
実
習
型
雇
用
は
十
分
な

技
能
や
経
験
を
持
っ
て
い
な
い
離
職
者
を
六

カ
月
間
雇
い
入
れ
、
実
習
訓
練
を
行
う
事
業

主
に
対
し
て
一
人
あ
た
り
月
一
○
万
円
を
助

成
す
る
。
一
方
、
職
場
体
験
型
で
は
職
場
体

験
を
希
望
す
る
離
職
者
を
一
カ
月
受
け
入
れ

る
事
業
主
に
一
人
あ
た
り
最
大
一
○
万
円
を

助
成
す
る
。
職
場
体
験
を
行
っ
た
離
職
者
に

も
奨
励
金
と
し
て
最
大
一
二
万
円
を
支
給
す

る
。
実
習
型
、
職
場
体
験
型
い
ず
れ
も
離
職

者
を
正
式
に
採
用
し
た
場
合
、
事
業
主
に
一

人
あ
た
り
一
○
○
万
円
が
助
成
さ
れ
る
。

長
期
失
業
者
と
非
正
規
等
へ
の
支
援

事
業
の
拡
充

一
年
以
上
に
わ
た
っ
て
失
業
し
て
い
る
長

期
失
業
者
を
対
象
と
し
た
再
就
職
支
援
も
緊

急
人
材
育
成
・
就
職
支
援
基
金
で
行
う
事
業

に
盛
り
込
ま
れ
た
。
民
間
職
業
紹
介
事
業
者

に
委
託
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
再
就
職

の
た
め
に
必
要
な
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
す
る
ほ

か
、
就
職
先
の
開
拓
も
行
う
。
職
業
紹
介
事

業
者
に
は
失
業
者
一
人
あ
た
り
二
○
万
円
の

委
託
費
を
支
給
す
る
。
就
職
先
が
見
つ
か
っ

た
場
合
は
追
加
で
最
大
三
○
万
円
を
支
払
う
。

就
職
後
、
職
場
に
六
カ
月
以
上
定
着
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
れ
ば
さ
ら
に
二
○
万
円
を
追

加
支
給
す
る
。
住
宅
を
失
っ
て
就
職
活
動
が

困
難
な
人
に
は
住
居
を
提
供
す
る
ほ
か
、
生

活
費
や
就
職
活
動
費
を
支
給
す
る
。

職
業
能
力
開
発
支
援
の
拡
充
と
強
化
に
は

一
四
五
億
円
を
投
じ
る
。
非
正
規
労
働
者
や

短
時
間
労
働
者
に
訓
練
を
実
施
す
る
事
業
主

を
支
援
す
る「
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進
助
成
金
」

ト
ピ
ッ
ク
ス

補
正
予
算

1

緊
急
雇
用
対
策
に
過
去
最
大
規
模
の
二
兆
五
一
二
八
億
円
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制
度
を
拡
充
す
る
。
現
行
、
中
小
企
業
に
対

し
て
は
訓
練
中
の
賃
金
や
経
費
の
四
分
の
三

を
助
成
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
五
分
の
四
に

引
き
上
げ
る
。
職
業
訓
練
を
受
け
る
機
会
に

恵
ま
れ
な
い
従
業
員
の
能
力
開
発
を
促
す
の

が
ね
ら
い
だ
。
母
子
家
庭
の
母
が
職
業
訓
練

を
受
け
る
場
合
の
託
児
サ
ー
ビ
ス
も
創
設
す

る
。障

害
者
の
解
雇
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
雇
用
対
策
に
は
五
・
五
億
円
を
充
て
た
。

雇
用
調
整
助
成
金
の
対
象
と
な
る
従
業
員
が

障
害
者
で
あ
れ
ば
、
中
小
企
業
の
場
合
、
助

成
率
を
五
分
の
四
か
ら
一
○
分
の
九
に
引
き

上
げ
る
。
大
企
業
は
三
分
の
二
か
ら
四
分
の

三
に
す
る
。
障
害
者
を
国
の
機
関
で
雇
い
入

れ
、
最
長
三
年
の
期
間
限
定
で
職
場
経
験
を

積
ま
せ
る
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
雇
用
」
制
度
で
は

採
用
者
数
を
大
幅
に
拡
充
す
る
。
昨
年
度
は

厚
生
労
働
者
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
で
約
一

○
○
人
を
採
用
し
た
が
、
本
年
度
は
他
省
庁

や
地
方
自
治
体
に
も
拡
大
し
て
約
二
○
○
人

の
採
用
を
目
指
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
障
害

者
の
求
職
活
動
を
支
援
す
る
障
害
者
専
門
支

援
員
は
昨
年
度
よ
り
一
五
○
人
多
い
、
四
四

七
人
に
増
員
す
る
方
針
だ
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
機
能
強
化

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
機
能
強
化
に
は
二
六
五

億
円
を
費
や
す
。
昨
年
一
二
月
以
降
、
急
激

に
増
加
し
た
利
用
者
に
対
応
す
る
た
め
、
正

規
職
員
を
三
○
四
人
増
員
す
る
ほ
か
、
非
常

勤
の
職
業
相
談
員
も
七
○
四
三
人
増
や
す
。

増
員
は
今
年
度
か
ら
三
年
間
の
時
限
措
置
だ
。

離
職
し
た
非
正
規
労
働
者
や
中
高
年
の
失

業
者
の
一
時
的
な
雇
用
創
出
の
機
会
を
増
や

す
た
め
、
都
道
府
県
に
設
置
し
た
基
金
に
さ

ら
に
三
○
○
○
億
円
を
積
み
増
す
。こ
の「
緊

急
雇
用
創
出
事
業
」
は
地
方
自
治
体
が
民
間

や
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
な

ど
に
仕
事
を
委
託
し
て
、
短
期

の
雇
用
を
提
供
す
る
も
の
だ
。

労
働
者
に
対
す
る
生
活
・
就
労

相
談
な
ど
の
支
援
も
行
う
。

内
定
取
り
消
し
等
の
対
応

学
生
の
内
定
取
り
消
し
問
題

や
外
国
人
労
働
者
問
題
へ
の
対

応
に
は
緊
急
人
材
育
成
・
就
職

支
援
基
金
を
活
用
す
る
。
内
定

を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
な
ど
を

対
象
に
し
た
就
職
面
接
会
を
開

催
す
る
ほ
か
、
大
学
と
連
携
し

て
内
定
取
り
消
し
を
行
っ
た
企

業
の
情
報
な
ど
を
把
握
す
る
。

企
業
業
績
の
悪
化
で
職
を
失
っ

た
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
な
ど
定
住

外
国
人
に
は
一
人
あ
た
り
三
○

万
円
の
帰
国
支
援
旅
費
を
支
給

す
る
。
扶
養
家
族
に
は
同
二
○

万
円
を
追
加
す
る
。

離
職
者
住
宅
支
援
給
付
金

創
設

勤
め
先
の
倒
産
で
賃
金
を
受
け
取
れ
な

か
っ
た
人
に
未
払
賃
金
を
立
て
替
え
る
「
未

払
賃
金
立
替
払
制
度
」
に
は
当
初
予
算
の
一

八
六
億
円
に
七
四
億
円
を
追
加
す
る
。
同
制

度
の
利
用
は
昨
年
度
下
半
期
か
ら
急
増
し
て

お
り
、
本
年
度
の
立
て
替
え
総
額
は
平
成
一

五
年
度
か
ら
六
年
ぶ
り
に
三
○
○
億
円
を
超

す
見
込
み
だ
。

失
業
で
住
居
を
失
っ
た
人
な
ど
に
対
す
る

支
援
策
に
は
一
○
九
三
億
円
が
計
上
さ
れ
た
。

求
職
活
動
中
の
人
に
失
業
給
付
や
訓
練
・
生

活
支
援
給
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
条
件

に
住
宅
手
当
を
支
給
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。

支
給
額
は
生
活
保
護
の
住
宅
扶
助
と
同
程
度

で
、
東
京
二
三
区
内
の
単
身
者
の
場
合
、
最

大
で
月
五
万
三
七
○
○
円
を
受
け
取
れ
る
。

同
制
度
は
一
年
間
の
緊
急
措
置
だ
。
こ
の
ほ

か
に
生
活
費
の
融
資
事
業
な
ど
も
行
う
。

介
護
職
員
の
処
遇
改
善
に
は
三
九
七
五
億

円
を
投
入
す
る
。
賃
金
の
引
き
上
げ
な
ど
を

行
う
事
業
者
に
三
年
間
の
助
成
を
行
う
「
介

護
職
員
処
遇
改
善
交
付
金
（
仮
称
）」
を
創

設
す
る
。
本
年
度
か
ら
す
で
に
実
施
し
て
い

る
介
護
報
酬
の
三
％
の
引
き
上
げ
と
合
わ
せ
、

一
層
の
処
遇
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
ね
ら

い
だ
。
今
回
計
上
さ
れ
た
予
算
は
常
勤
の
介

護
職
員
一
人
あ
た
り
月
額
一
・
五
万
円
の
賃

上
げ
に
相
当
す
る
額
と
な
る
。
事
業
は
都
道

府
県
に
基
金
を
設
置
し
て
実
施
す
る
。

新
規
介
護
職
員
の
養
成
に
も
力
を
入
れ
る
。

職
を
失
っ
た
人
に
対
し
て
、
社
会
福
祉
施
設

な
ど
の
現
場
で
職
業
訓
練
を
行
う
。
訓
練
の

原
資
に
は
前
述
の
「
緊
急
人
材
育
成
・
就
職

支
援
基
金
」
を
使
う
。
厚
労
省
は
こ
れ
ら
の

施
策
に
よ
り
、
今
後
三
年
間
に
介
護
分
野
で

約
三
○
万
人
の
雇
用
創
出
を
目
指
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
調
査
・
解
析
部
）




